
議案第６６号

杉並区行政財産使用料条例等の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成２７年１１月１８日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区行政財産使用料条例等の一部を改正する条例

第１条 杉並区行政財産使用料条例（昭和５０年杉並区条例第４４号）の一部を次

のように改正する。

第２条第３項中「場合の使用料（区役所庁舎地下駐車場の一部を」を「ときの

使用料（駐車する目的で」に改め、同条第５項中「区役所庁舎地下駐車場」を

「駐車する目的で土地又は建物」に、「第１項第３号」を「第１項第１号及び第

３号」に改める。

別表第４を次のように改める。

別表第４（第２条関係）

名称 使用時間
使用料

（１台当たり）

杉並区役所庁舎地下駐車場 １時間以内３０分間までごと １５０円

１時間を超え３０分間までごと ２００円

杉並区立社会教育センター 午前９時から午後９時 １５分間までごと １００円
駐車場 まで

午後９時から翌日の午 ２時間まで １００円
前９時まで

２時間を超え１時間までごと ５０円

第２条 杉並区立社会教育センター条例（昭和６３年杉並区条例第２１号）の一部

を次のように改正する。

附則第５項中「及び別表」を「並びに別表（１）及び（２）」に改める。

別表に次のように加える。

(３) 駐車場

使用時間 使用料（１台当たり）

１５分間までごと １００円



第３条 杉並区体育施設等に関する条例（昭和３２年杉並区条例第３号）の一部を

次のように改正する。

附則別表第６（１３）駐車場の部及び別表第４（１３）駐車場の部中

「 「
上井草体育館 を 上井草体育館 に改める。

下高井戸運動場
」 」

附 則

この条例は、平成２８年６月１日から施行する。ただし、第３条の規定は、同年

４月５日から施行する。

（提案理由）

社会教育センターの駐車場の使用料及び下高井戸運動場の駐車場の利用料金を定

める必要がある。
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杉並区行政財産使用料条例等の一部を改正する条例新旧対照表（抄）

第１条による改正（杉並区行政財産使用料条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（使用料の額） （使用料の額）

第２条 略 第２条 略

２ 略 ２ 略

３ 建物の一部を使用させる場合であつ ３ 建物の一部を使用させる場合であつ

て、使用期間が１日に満たないときの て、使用期間が１日に満たない場合の

使用料（駐車する目的で 使用料（区役所庁舎地下駐車場の一部

使用させる場合の使用料を除く。） を使用させる場合の使用料を除く。）

は、第１項第３号の規定にかかわら は、第１項第３号の規定にかかわら

ず、別表第２に定めるところによる。 ず、別表第２に定めるところによる。

４ 略 ４ 略

５ 駐車する目的で土地又は建物の一部 ５ 区役所庁舎地下駐車場 の一部

を使用させる場合の使用料は、第１項 を使用させる場合の使用料は、第１項

第１号及び第３号の規定にかかわら 第３号 の規定にかかわら

ず、別表第４に定めるところによる。 ず、別表第４に定めるところによる。

第２条による改正（杉並区立社会教育センター条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

附 則 附 則

１～４ 略 １～４ 略

５ 平成２７年１月１日から平成２９年 ５ 平成２７年１月１日から平成２９年

３月３１日までの間におけるセンター ３月３１日までの間におけるセンター

の施設及びその使用料は、第７条並び の施設及びその使用料は、第７条及び

に別表（１）及び（２）の規定にかか 別表 の規定にかか

資 料
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わらず、次の各号に掲げる区分に応じ わらず、次の各号に掲げる区分に応じ

て、当該各号に掲げるとおりとする。 て、当該各号に掲げるとおりとする。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

６ 略 ６ 略


